
事業所の賃借料

事業所の開設費用

補助対象経費

□ 市内で新たに市の指定する業種（建設業、製造業、運輸業、卸売業、小売業、
サービス業）を創業すること。

□ 申請者が市内に住民票を有すること。（創業に伴い移転する場合を含む）

□ 江南市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による支援を受け、江南
市から交付された証明書を有すること。

□ 市内の事業所を賃借して事業を開始する場合(市街化区域内の空き店舗等であって、

賃料収入により運用する施設において事業を営む場合に限る)、補助対象者と当該事業所
の所有者との関係が同一人、配偶者又は３親等以内の親族でないこと。

□ 市税を滞納していないこと。

補助額

以下の期間にかかる補助対象経費の２分の１

主な要件

申請の流れは裏面をご覧ください。

(※)国や県などから同様の趣旨の補助金の交付を受けている場合は、その分を差し引いた額が補助対象経費となります。

…事業開始日の属する月から12か月以内(上限：５万円/月)

…着工の日から事業開始日まで(上限：60万円)

創業のため新たに契約した事業
所 (※1)の借上げに要する経費
（賃貸借契約上の月額賃料(※２)）
(※1)市街化区域内の空き店舗等に限ります。
(※2)敷金、礼金、駐車場費、共益費等は除きます。

事業所の賃借料

創業のため新たに開設する事業
所にかかる外装、内装、給排水
及び電気の工事、備品の設置
などにかかる費用(消費税込み)

事業所の開設費用

「事業所の賃借料」「事業所の開設費用」いずれか一方のみ申請できます



Ｑ．「開設費用」には何が含まれますか。

Ａ．下記の工事が含まれます。

○外装工事…屋外への看板の設置にかかる工事（関係法令を遵守しているもの）。看板については、店舗名や
営業に関する内容のものとし、設置位置を容易に変更できる看板は対象としません。

○内装工事…間取りや床面積を変えずに、天井面、壁面、および床面の内装を改める工事を対象とします。
ただし、建物の機能を向上させる目的で行う改修工事にあたる部分は対象としません。
例）○…壁紙を張り替える、床のカーペットを張り替える、漆喰を塗る、パネルを張るといった工事

×…壁を壊して部屋を広くする、耐震化やバリアフリー化を行うといった工事

○給排水及び電気工事…新しく始める事業に特段必要となる水道、電気、ガスを使用できる状態にする
ために行う工事を対象とします。
ただし、その事業所に本来備わっているべき基本的な機能に関する部分については対象としません。
例）×…室内を照らす照明の電気工事、既存の流し台やお手洗いなどへの給排水管敷設工事、

既存のコンセントへの電気配線工事など

○備品の設置…備品の設置に係る作業手間と設置資材を対象とし、備品そのものは対象としません。

問合せ・申請先：江南市役所 商工観光課
〒483-8701 江南市赤童子町大堀90番地 ℡：0587-54-1111(内線307)
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.city.konan.lg.jp/jigyou/shoukou/1003100.html
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１．交付申請

交付申請書（様式第１）に下記の書類を添えて、市へ提出してください。

・登記事項証明書（法人の場合）、開業届出書の写し（個人の場合）
・創業計画書（様式第２）
・特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書
・事業所の賃貸借契約書の写し（事業所の賃借料にかかる申請の場合）
・工事等の見積書、工事等の内容が分かる書類、着工予定日が分かる書類、
補助対象経費の一覧（事業所の開設費用にかかる申請の場合）

・市町村税等を滞納していないことがわかる書類 など

申請期日：事業所の賃貸料…事業開始日の14日前まで(※3)

事業所の開設費用…着工の日の30日前まで
(※3) 事業開始日の属する年度末までの期間にかかる申請を行い、補助対象期間(12か月以内)の残期間

については、翌年度の当初に行ってください。(２回に分けて交付申請する必要があります。)

２．実績報告
実績報告書に「補助対象経費の支払いが確認できる書類」、「工事施工箇所
等の施工前後が確認できる書類（開設費用の場合）」を添えて、市へ提出し
てください。

報告時期：事業所の賃貸料…交付申請した期間の賃借料をすべて支払った後
事業所の開設費用…事業を開始した後

３．補助金の交付
指定の口座に補助金が支払われます。


